
 

差  止  請  求  書  

 

２ ０ １ ４ 年 （ 平 成 ２ ６ 年 ） ９ 月 ２ ０ 日  

 

東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 １ － ２ ４ － １  エ ス テ ッ ク 情 報 ビ ル  

旭 化 成 ホ ー ム ズ 株 式 会 社  

代 表 取 締 役  池  田  英  輔  様  

 

東 京 都 千 代 田 区 六 番 町 １ ５  プ ラ ザ エ フ ６ 階  

適 格 消 費 者 団 体 ・ 特 定 非 営 利 活 動 法 人     

消 費 者 機 構 日 本               

理 事 長  芳  賀  唯  史           

電  話  ０ ３ － ５ ２ １ ２ － ３ ０ ６ ６      

Ｆ Ａ Ｘ  ０ ３ － ５ ２ １ ６ － ６ ０ ７ ７      

 

 私 ど も 消 費 者 機 構 日 本（ 以 下 、「 当 機 構 」と い い ま す 。）

は 、 消 費 者 契 約 に 関 す る 調 査 、 研 究 、 事 業 者 へ の 不 当 行 為

の 是 正 申 入 れ 、 消 費 者 へ の 情 報 提 供 等 を 通 じ 、 消 費 者 被 害

の 拡 大 防 止 を 図 る こ と を 目 的 に 、 消 費 者 団 体 及 び 研 究 者 、

弁 護 士 、 司 法 書 士 、 消 費 生 活 相 談 員 な ど 消 費 者 問 題 の 専 門



 

家 に よ り 構 成 さ れ て い る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 で あ り 、 ま た

消 費 者 契 約 法 第 １ ３ 条 の 内 閣 総 理 大 臣 の 認 定 を 受 け た 適 格

消 費 者 団 体 で す 。  

 当 機 構 は 、 貴 社 に 対 し 、 消 費 者 契 約 法 第 ４ １ 条 １ 項 の 請

求 と し て 本 差 止 請 求 書 を 送 付 い た し ま す 。 つ き ま し て は 、

本 差 止 請 求 に 対 し て 、 本 書 到 達 後 １ 週 間 以 内 に 文 書 で の 回

答 を お 願 い い た し ま す 。  

 な お 、 本 書 到 達 か ら １ 週 間 経 過 後 に 、 本 書 に 従 っ た 貴 社

の 是 正 措 置 が な さ れ な か っ た 場 合 に は 、 当 機 構 は 貴 社 に 対

し て 差 止 請 求 訴 訟 を 提 起 す る こ と が で き ま す 。  

 ま た 、 回 答 の 有 無 及 び 回 答 内 容 は 公 表 す る こ と が あ る こ

と を 申 し 添 え ま す 。  

 

Ⅰ ． 請 求 の 要 旨  

 貴 社 が 、 消 費 者 と の 間 で 、 建 築 工 事 請 負 契 約 を 締 結 す

る に 際 し 、 下 記 の 内 容 の 意 思 表 示 を 行 わ な い こ と 、 同 意

思 表 示 を 内 容 と す る ひ な 形 が 印 刷 さ れ た 契 約 書 、 約 款 そ

の 他 書 類 を 破 棄 す る こ と 及 び こ れ ら を 社 内 で 周 知 徹 底 さ

せ る こ と 、 を そ れ ぞ れ 請 求 し ま す 。  

記  



 

  注 文 者 の 申 し 出 に よ り 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 、 請 負

人 は 、請 負 代 金 の う ち 契 約 手 付 金 の 全 額 と 、諸 費 用 の う

ち 請 負 人 が 既 に 支 出 ま た は 実 施 し た 金 額 の 合 計 額 を 、違

約 金 と し て 収 受 す る 。  

 

Ⅱ ． 紛 争 の 要 点  

１ ． 違 約 金 と し て の 手 付 金 額 が 平 均 的 な 損 害 の 額 を 超 え

る こ と  

  貴 社 が 消 費 者 と の 間 で 使 用 し て い る 約 款 第 ２ １ 条 １

項 （ 以 下 、 「 本 件 条 項 」 と い い ま す 。 ） は 、 以 下 の と お

り 定 め ら れ て い ま す 。  

 

第 ２ １ 条 （ 契 約 手 付 金 等 の 扱 い ）  

１ ． 甲 （ 注 文 者 ） の 申 し 出 に よ り こ の 契 約 が 解 除 さ れ

た 場 合 、 乙 （ 請 負 人 ） は 、 請 負 代 金 の う ち 契 約 手 付

金 の 全 額 と 、 諸 費 用 の う ち 乙 （ 請 負 人 ） が 既 に 支 出

ま た は 実 施 し た 金 額 の 合 計 額 を 、 違 約 金 と し て 収 受

し 、 残 余 は 無 利 息 で 甲 （ 注 文 者 ） に 返 還 し ま す 。  

 

し か し 、 本 件 条 項 は 、 解 除 の 事 由 や 時 期 等 の 区 分 に つ



 

い て 何 ら 考 慮 す る こ と な く 、一 律 に 契 約 手 付 金 及 び 請 負

人 が す で に 支 出 ま た は 実 施 し た 諸 費 用 を 違 約 金 と し て

収 受 す る 旨 が 定 め ら れ て お り 、貴 社 に お け る 契 約 手 付 金

の 額 は １ ０ ０ 万 円 を 超 え る こ と が 通 例 で あ る と 考 え ら

れ る こ と か ら 、契 約 を 締 結 し て 間 も な い 工 事 着 工 前 の 段

階 な ど 、解 除 の 時 期 に よ っ て は 、当 該 違 約 金 の 額 が 平 均

的 な 損 害 の 額 を 超 え る 場 合 が 生 じ る も の と い え ま す 。  

し た が っ て 、 本 件 条 項 は 、 消 費 者 契 約 法 第 ９ 条 １ 号 で

定 め る 不 当 条 項 に 該 当 し ま す 。  

 

２ ． 貴 社 の 主 張  

貴 社 は 、 平 成 ２ ６ 年 ６ 月 ４ 日 付 け 回 答 書 に お い て 、 ①

「 弊 社 に お い て も 、例 え ば 契 約 直 後 の 契 約 解 除 の よ う な

場 合 は 、本 条 項 が 適 用 さ れ な い こ と は 社 内 に 周 知 さ せ て

お り ま す 」 、② 「 消 費 者 契 約 法 第 ９ 条 は 、 『 平 均 的 な 損

害 を 超 え た 部 分 が 無 効 』と な る こ と を 定 め て い る に す ぎ

ず 、違 約 金 条 項 自 体 を 無 効 と す る 趣 旨 で は あ り ま せ ん 」、

③「 弊 社 が 当 事 者 と な っ た 訴 訟 に お い て も 、こ の 条 項 自

体 を 有 効 と す る 前 提 で 下 さ れ た 判 決 も 存 在 す る 」な ど と

主 張 し て お り ま す 。  



 

 

３ ． 貴 社 の 主 張 は い ず れ も 理 由 が な い こ と  

  し か し 、 貴 社 の 主 張 は 、 以 下 の と お り 、 い ず れ も 理

由 が あ り ま せ ん 。  

１ ）上 記 ① に つ い て 、た と え 運 用 と し て 本 件 条 項 を 適 用

し な か っ た と し て も 、 消 費 者 契 約 法 第 ９ 条 １ 号 に 規 定

す る 条 項 を 含 む 消 費 者 契 約 の 申 込 み 又 は そ の 承 諾 の 意

思 表 示 を 現 に 行 い 又 は 行 う お そ れ が あ る と き は 、 消 費

者 契 約 法 第 １ ２ 条 ３ 項 で 定 め る 差 止 請 求 権 の 対 象 と な

り ま す 。  

２ ）上 記 ② に つ い て 、本 件 条 項 自 体 を 無 効 と す る 趣 旨 で

な く と も 、 消 費 者 契 約 法 第 ９ 条 １ 号 に 該 当 す れ ば 、 本

件 条 項 は 同 法 第 １ ２ 条 ３ 項 で 定 め る 差 止 請 求 権 の 対 象

と な り ま す 。  

３ ）上 記 ③ に つ い て 、貴 社 が 指 摘 す る 判 決 の 内 容 は 不 明

で す が 、「 こ の 条 項 を 有 効 と す る 前 提 で 下 さ れ た 判 決 」

と い う 記 載 か ら す れ ば 、 契 約 を 締 結 し て 間 も な い 段 階

に お け る 、 本 件 条 項 の 消 費 者 契 約 法 第 ９ 条 １ 号 該 当 性

が 争 点 と な っ て い な い 判 決 で あ る と 思 わ れ ま す 。 そ の

よ う な 判 決 は 、 本 差 止 請 求 に お い て 、 消 費 者 契 約 法 第



 

９ 条 １ 号 該 当 性 に つ い て の 先 例 的 価 値 は あ り ま せ ん 。  

 

４ ． 結 論  

  以 上 の 理 由 に よ り 、 当 機 構 は 、 貴 社 に 対 し 、 請 求 の

要 旨 記 載 の 措 置 を と る こ と を 請 求 い た し ま す 。  

  な お 、 本 書 は 、 消 費 者 契 約 法 第 ４ １ 条 １ 項 に 基 づ く

差 止 請 求 で す の で 、本 書 到 達 か ら １ 週 間 経 過 後 に 、本 書

に 従 っ た 貴 社 の 是 正 措 置 が な さ れ て い な い 場 合 に は 、後

記 裁 判 所 に 提 訴 す る 予 定 で す 。  

 

Ⅲ ． 訴 え を 提 起 す る 予 定 の 裁 判 所  

 東 京 地 方 裁 判 所  

以  上  


